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特別記事

イ
ミ
ヤ
。

審
査
報
出
・

カ
マ
ラ
ワ
テ
君
学
位
請
求
論
文

ω
　
本
論
文
の
構
成
と
問
題
意
識

　
　
イ
ミ
ヤ
・
カ
マ
ラ
ワ
テ
君
が
今
回
提
出
し
た
博
士
号
請
求
論
文
の
表
題

と
構
成
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
．

表
題
の
空
U
＞
Z
因
＞
　
　
》
ω
O
O
δ
も
の
楓
Q
属
○
い
O
Q
一
〇
＞
ピ

　
　
　
　
の
日
｛
園
一
》
網
　
O
Z
　
の
一
2
甲
｛
＞
い
》
1
目
＞
竃
一
】
『
　
一
因
目
＝
Z
H
O
　
　
O
O
2
一
ツ
い
一
〇
弓

構
成

目
次
　
ぎ
訂
。
身
＆
8

　
　
　
　
　
一
。
円
げ
Φ
。
語
浮
鋒
》
眉
Φ
9

　
　
　
一
∴

　
　
　
一
I
N

い
・
の
ユ

　
　
　
鱒
ー
一

　
　
　
鱒
－
吋

　
　
　
㌣
ω

　
　
　
㌣
轟

　
　
　
N
I
㎝

ω
．

の
o
o
置
一

ω
山

国
些
乱
。
一
芝

乞
勲
ひ
帥
O
”
暫
一
一
m
目

い
鱒
”
犀
”

O
Φ
。
m
蚕
喜
一
8
一
男
①
暮
弩
窪

国
一
㎝
げ
O
吋
一
〇
”
一
　
団
倉
O
犀
閃
『
O
‘
口
q

oo
。
。
一
。
蔓

瞬
暮
零
自
菩
巳
。
国
8
口
。
巨
。
目
。
ρ
舞
一
置
畠

国
些
三
〇
U
一
馨
践
び
暮
帥
o
づ
ゴ
Z
暮
圃
8
巴
国
一
①
9
a
od
o
9
Φ
ω

　
　
冒
網
ひ
プ
ω
　
O
｛
　
晒
、
男
餌
一
一
げ
．
、
｝
　
晒
．
】
『
”
口
山
、
、
　
暫
づ
α
　
帆
、
即
”
O
Φ
．
、

、
．
∪
富
ヨ
窮
区
凶
冨
．
、
．
、
、
の
ぎ
＆
伸
冨
．
．
0
8
8
筥
の
導
α
．
．
＞
り
－

恥

　
　
　
　
気
印
口
り
．
　
寓
網
⇔
げ
O
一
〇
咬
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馬
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一
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｝
肖
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昌
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勾
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＜
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＞
≦
爵
①
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⇒
㎎
o
幽
国
些
巳
。
O
o
塁
。
一
〇
仁
聲
Φ
器

　
　
　
　
（
一
〇。
8
ホ
〇
一
〇
）

や
N
O
。
目
目
き
巴
閃
①
質
＄
①
客
即
ぎ
訴
の
葦
一
①
嚢
U
9
Φ
ユ
。
声
一
一
8

　
　
　
　
0
h
　
閏
U
ひ
げ
β
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頃
鱒
同
日
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冤
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〇
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O
）
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且
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目
導
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切
費
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導
。
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隼
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＜
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仁
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＝

　
　
　
一
”
の
は
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即
昌
犀
”

q◎

噸
O
曾
9
霧
坤
8

　
　
　
　
竃
巷
・
魯
区
O
匿
詳
・
　
　
＞
箸
o
注
粛
　
　
霊
呂
農
3
づ
ザ
気

問
題
意
識

　
ス
リ
ラ
ソ
カ
は
、
「
多
元
的
社
会
」
で
あ
る
。
そ
の
多
元
性
は
言
語
、

宗
教
、
歴
史
体
験
の
相
違
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
ス
リ
ラ
ソ
カ
は
、

近
年
に
至
る
ま
で
、
国
際
的
に
関
心
を
ほ
と
ん
ど
も
た
れ
な
か
っ
た
ほ
ど
、

小
さ
な
島
国
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
島
国
が
世
界
の
耳
目
を
あ
つ
め

た
の
は
シ
ン
ハ
ラ
人
（
総
人
口
の
七
三
パ
ー
セ
ン
ト
）
と
ス
リ
ラ
ソ
カ
・
タ
、
ミ

！
ル
人
（
同
一
二
⊥
ハ
パ
ー
セ
ン
ト
）
の
間
の
民
族
対
立
が
激
化
し
た
た
め
で

あ
っ
た
。
こ
の
民
族
対
立
の
原
因
は
、
国
内
的
要
因
と
国
外
的
要
因
の
双

方
が
複
雑
に
か
ら
ま
り
合
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
解
明
に
と
っ
て
は
学

際
的
ア
プ
・
ー
チ
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
筆
者
は
考
え
る
。
こ
の
視
点

に
た
っ
て
、
ス
リ
ラ
ソ
カ
に
お
け
る
民
族
対
立
に
関
す
る
先
行
諸
研
究
を

か
え
り
み
る
と
、
社
会
心
理
学
的
ア
プ
・
ー
チ
が
欠
如
し
て
い
る
と
言
わ

ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
で
本
論
文
に
お
い
て
は
、
社
会
心
理
学
的
ア
プ
ロ

ー
チ
に
よ
り
焦
点
を
あ
て
ら
れ
る
諸
要
因
が
、
シ
ン
ハ
ラ
人
と
ス
リ
ラ
ソ

カ
・
タ
ミ
ー
ル
人
（
以
下
タ
ミ
ー
ル
人
と
記
述
）
の
三
〇
年
を
超
す
民
族
的
対

立
に
如
何
な
る
影
響
を
与
え
て
き
た
か
を
論
じ
、
最
後
に
こ
の
民
族
的
対

立
の
解
消
の
政
策
形
成
へ
の
提
言
を
こ
こ
ろ
み
て
い
る
．

　
し
た
が
っ
て
、
本
論
文
執
筆
に
際
し
て
の
問
題
認
識
は
以
下
の
と
お
り

で
あ
る
．
即
ち
、
ス
リ
ラ
ン
カ
の
政
治
的
民
族
対
立
の
主
た
る
要
因
を
、

歴
史
体
験
、
歴
史
記
憶
、
現
在
に
至
る
記
録
・
文
書
↓
貢
い
伝
え
、
神
話
、

歴
史
的
事
件
や
事
実
と
関
連
す
る
二
つ
の
民
族
の
心
理
構
造
の
対
立
と
し

て
捉
え
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
二
つ
の
民
族
の
心
理
構
造
を
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対
立
・
敵
対
す
る
状
態
に
も
ち
込
ん
だ
環
境
的
要
因
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
植

民
地
政
策
、
な
か
ん
ず
く
そ
の
民
族
分
割
統
治
政
策
と
そ
の
残
津
で
あ
る

こ
と
は
軽
視
し
得
な
い
事
実
で
あ
り
、
こ
れ
と
の
関
連
で
社
会
心
理
的
要

因
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

　
本
論
文
は
上
記
問
題
認
識
を
実
証
す
る
に
あ
た
っ
て
、
三
つ
の
方
法
を

用
い
た
。
そ
れ
ら
は
、
ω
文
献
調
査
－
両
民
族
の
心
理
構
造
を
解
明
す

る
た
め
、
仏
教
お
よ
び
ヒ
ン
ド
ゥ
教
説
話
、
民
話
、
神
話
、
詩
、
年
代

記
や
記
録
、
民
族
主
義
的
文
献
、
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
政
府
文
書
、
ス
リ
ラ

ン
カ
政
府
文
書
、
議
会
議
事
録
、
新
聞
、
雑
誌
、
自
伝
、
伝
記
な
ど
広
く

関
係
文
献
に
あ
た
っ
た
。
㈲
調
査
i
ス
リ
ラ
ソ
カ
政
府
統
計
、
ス
リ
ラ

ン
カ
中
央
銀
行
統
計
、
情
報
省
統
計
、
文
部
省
大
学
局
統
計
を
用
い
た
。

③
サ
ン
プ
ル
調
査
ー
一
五
〇
サ
ン
プ
ル
（
シ
ン
ハ
ラ
人
と
タ
、
ミ
ー
ル
人
合

計
）
へ
の
質
問
紙
調
査
。
自
己
イ
メ
！
ジ
と
相
手
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て

の
相
互
比
較
の
た
め
の
仮
説
の
構
成
を
こ
こ
ろ
み
た
。
㈲
面
接
調
査
ー

三
〇
名
の
有
識
者
（
シ
ン
ハ
ラ
人
と
タ
、
ミ
ー
ル
人
の
双
方
を
含
む
）
へ
の
面
接
聴

き
取
り
、
で
あ
る
。

㈲
　
本
論
文
の
内
容

　
第
一
章
か
ら
第
三
章
ま
で
は
、
ス
リ
ラ
ン
カ
の
民
族
構
成
と
、
シ
ソ
ハ

ラ
人
と
タ
ミ
ー
ル
人
の
社
会
的
接
触
が
民
族
対
立
意
識
を
互
い
に
抱
き
合

わ
せ
る
に
至
る
社
会
変
動
”
近
代
化
の
社
会
・
統
計
的
特
徴
の
記
述
で
あ

る
。　

筆
者
は
、
ス
リ
ラ
ン
カ
の
二
大
民
族
集
団
で
あ
る
シ
ン
ハ
ラ
人
と
タ
ミ

ー
ル
人
は
伺
じ
く
イ
ン
ド
起
源
の
民
族
で
あ
る
と
し
、
前
者
は
北
部
イ
γ

ド
起
源
、
後
者
は
南
部
イ
ン
ド
起
源
で
あ
る
と
指
摘
す
る
．
し
た
が
っ
て
、

前
者
は
ア
ー
リ
ァ
系
民
族
、
後
者
は
ド
ラ
ヴ
ィ
ダ
系
民
族
と
信
じ
ら
れ
て

い
る
．
ス
リ
ラ
ン
カ
ヘ
の
定
住
は
、
前
者
が
紀
元
前
五
〇
〇
年
頃
と
推
定

さ
れ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
そ
れ
よ
り
二
〇
〇
年
～
三
〇
〇
年
遅
れ
た
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
両
民
族
の
神
話
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
他
方
を
野
蛮
な
民

族
と
述
べ
て
お
り
、
両
民
族
と
と
も
に
ス
リ
ラ
ン
カ
を
自
分
た
ち
の
土
地

と
神
話
の
中
で
規
定
し
て
い
る
。

　
シ
ン
ハ
ラ
人
は
、
彼
ら
が
ア
ー
リ
ア
系
民
族
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、

ス
リ
ラ
ソ
カ
が
仏
教
徒
の
国
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
信
念
を
神
話

か
ら
引
き
出
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
．
∪
富
目
銭
甘
『
や
、
、
の
ぎ
毘
一
冨
．
、

と
呼
ば
れ
る
意
識
で
あ
る
。
ま
た
シ
ン
ハ
ラ
人
の
、
、
評
国
．
、
年
代
記
に
は

タ
ミ
ー
ル
人
を
「
悪
魔
」
と
さ
え
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
他
方
、
タ
ミ

ー
ル
人
も
イ
ソ
ド
古
代
文
明
を
つ
く
っ
た
ド
ラ
ヴ
ィ
ダ
人
の
子
孫
と
し
て

の
誇
り
と
、
ス
リ
ラ
ン
カ
ヘ
の
シ
ン
ハ
ラ
人
よ
り
早
い
定
住
を
神
話
の
中

に
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
神
話
を
は
じ
め
と
す
る
シ
y
ハ

ラ
人
と
タ
ミ
ー
ル
人
の
自
己
規
定
が
存
在
し
、
他
民
族
へ
の
偏
見
が
分
ち

持
た
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
こ
の
二
つ
の
民
族
が
ス
リ
ラ
ソ
カ
に
お
い
て

棲
み
分
け
状
態
で
存
在
し
て
い
た
時
代
は
、
民
族
対
立
は
現
実
に
は
お
こ

ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
世
紀
初
期
以
降
こ
の
二
つ
の
民
族
は
、
イ

ギ
リ
ス
帝
国
主
義
の
ス
リ
ラ
ソ
カ
ヘ
の
伸
張
と
そ
れ
に
伴
う
キ
リ
ス
ト
教

の
進
出
に
た
い
し
、
同
様
に
危
機
感
を
抱
く
と
と
も
に
西
洋
化
、
近
代
化

へ
の
抵
抗
感
を
つ
よ
め
な
が
ら
互
い
に
社
会
的
接
触
を
持
つ
よ
う
に
な
っ

た
．
か
く
て
、
筆
者
に
よ
れ
ば
一
九
世
紀
ま
で
に
は
シ
ン
ハ
ラ
人
と
タ
ミ

59



法学研究64巻10号（’91：10）

ー
ル
人
は
互
い
の
接
触
の
中
か
ら
シ
ン
ハ
ラ
人
意
識
と
タ
ミ
ー
ル
人
意
識

を
明
確
に
持
ち
合
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
．
そ
し
て
、
互
い
の
違
い

を
明
確
に
認
識
し
合
っ
た
の
は
、
教
育
の
普
及
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
発
達
．

交
通
輸
送
手
段
の
発
達
、
経
済
規
模
の
拡
大
な
ど
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
政
府

の
も
た
ら
し
た
近
代
化
の
一
つ
の
帰
結
で
あ
っ
た
。
筆
者
は
、
こ
の
経
過

を
社
会
統
計
的
デ
ー
タ
を
用
い
て
説
明
し
て
い
る
．

　
こ
の
結
果
、
シ
ソ
ハ
ラ
人
は
徐
々
に
で
は
あ
る
が
、
タ
ミ
ー
ル
人
の
ミ

ド
ル
マ
ソ
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
し
て
の
社
会
的
位
置
づ
け
に
対
し
、
自
ら

の
被
害
者
意
識
を
強
め
て
い
っ
た
。
第
四
章
で
筆
者
は
シ
ン
ハ
ラ
人
の
間

か
ら
、
仏
教
リ
バ
イ
バ
リ
ズ
ム
が
イ
ギ
リ
ス
帝
国
主
義
、
キ
リ
ス
ト
教
に

対
抗
し
て
お
こ
り
、
そ
れ
が
や
が
て
タ
ミ
ー
ル
人
に
対
抗
す
る
民
族
主
義

と
な
っ
て
い
っ
た
過
程
を
記
述
し
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
シ
ソ
ハ

ラ
人
の
間
の
民
族
主
義
の
高
揚
は
、
対
抗
的
に
タ
ミ
ー
ル
人
の
間
に
も
民

族
主
義
を
高
揚
さ
せ
て
い
っ
た
．
こ
の
よ
う
に
し
て
激
化
し
て
い
っ
た
シ

ン
ハ
ラ
人
と
タ
ミ
ー
ル
人
の
民
族
衝
突
に
明
確
な
時
期
的
区
分
を
与
え
る

こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
と
は
い
え
、
そ
の
時
期
的
特
徴
を
あ
げ
れ
ば
、

一
八
二
〇
年
－
一
九
一
〇
年
の
シ
ン
ハ
ラ
・
タ
ミ
ー
ル
黄
金
時
代
と
多

く
の
研
究
者
た
ち
に
よ
っ
て
呼
ば
れ
て
い
る
、
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
主
義
と

近
代
化
へ
の
抵
抗
が
二
つ
の
民
族
主
義
の
共
通
目
標
で
あ
っ
た
時
期
、
一

九
一
〇
年
－
一
九
三
〇
年
の
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
「
分
割
統
治
」
政
策
が

功
を
あ
げ
た
時
期
、
一
九
三
一
年
－
一
九
四
七
年
の
シ
ン
ハ
ラ
人
が
ス

リ
ラ
ソ
カ
に
お
け
る
多
数
派
と
し
て
の
地
位
を
政
治
的
に
回
復
し
、
こ
れ

に
対
し
て
タ
ミ
ー
ル
人
が
支
配
さ
れ
る
恐
れ
を
強
く
抱
い
た
時
期
に
わ
け

ら
れ
る
。
ま
た
独
立
以
後
は
、
一
九
四
八
年
－
一
九
五
五
年
の
タ
ミ
レ

ル
人
の
ミ
ド
ル
マ
ン
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
し
て
の
社
会
的
位
置
づ
け
が
も

た
ら
し
た
高
い
経
済
的
地
位
に
対
し
、
シ
ン
ハ
ラ
人
が
相
対
的
価
値
剥
奪

感
を
強
め
た
時
期
で
あ
る
。
一
九
五
六
年
i
｝
九
六
〇
年
は
．
言
語
政

策
を
め
ぐ
る
民
族
対
立
の
時
期
で
あ
り
、
一
九
六
一
年
－
一
九
七
六
年

は
仏
教
の
国
教
化
な
ど
の
シ
ン
ハ
ラ
民
族
主
義
の
強
化
に
恐
怖
感
を
強
め

た
タ
ミ
ー
ル
民
族
主
義
の
高
揚
の
時
期
で
あ
り
、
タ
ミ
ー
ル
人
の
恐
怖
心

と
猜
疑
心
と
怒
り
が
シ
ン
ハ
ラ
人
へ
の
テ
ロ
行
為
と
な
る
ま
で
に
深
ま
り
、

他
方
シ
ン
ハ
ラ
人
は
タ
ミ
ー
ル
人
へ
の
嫌
悪
を
一
層
強
め
て
い
っ
た
時
期

で
あ
っ
た
。

　
第
五
章
で
筆
者
は
、
一
九
七
七
年
か
ら
一
九
九
〇
年
ま
で
の
民
族
対
立

を
、
一
九
八
三
年
の
暴
動
を
中
心
に
、
シ
ン
ハ
ラ
人
と
タ
ミ
ー
ル
人
の
イ

メ
ー
ジ
の
上
で
の
互
い
の
邪
悪
さ
に
つ
い
て
の
把
握
が
、
現
実
の
も
の
と

な
っ
て
い
く
過
程
に
焦
点
を
あ
て
て
論
じ
て
い
る
．
イ
ン
ド
に
よ
る
政
治

的
仲
介
が
、
う
ま
く
機
能
し
な
か
っ
た
理
由
は
、
主
と
し
て
二
つ
の
民
族

の
互
い
を
認
識
す
る
心
理
構
造
に
深
く
根
づ
い
た
相
互
不
信
で
あ
っ
た
と

指
摘
し
て
い
る
．
第
六
章
で
、
こ
の
相
互
不
信
の
感
情
が
な
ぜ
民
族
的
レ

ベ
ル
で
持
た
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
を
と
り
あ
げ
、
（
恐
怖
感
を
い
だ

か
せ
ら
れ
る
状
況
の
下
で
）
個
人
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
が
民
族
的
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
し
て
集
合
化
さ
れ
る
過
程
を
、
解
明
す
る
手
が
か

り
を
面
接
調
査
と
サ
ン
プ
ル
調
査
を
用
い
て
得
よ
う
と
し
て
い
る
。
面
接

調
査
は
、
シ
ン
ハ
ラ
人
二
二
人
、
タ
ミ
ー
ル
人
一
四
人
の
政
府
職
員
、
大

学
教
授
、
経
済
人
な
ど
に
た
い
し
て
お
こ
な
っ
て
い
る
。
ま
た
サ
ン
プ
ル
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調
査
は
、
シ
γ
ハ
ラ
人
六
〇
サ
ソ
プ
ル
、
タ
ミ
ー
ル
人
五
八
サ
ン
プ
ル
で

お
こ
な
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
民
族
の
神
話
と

相
互
に
抱
き
合
う
恐
怖
感
・
不
信
が
個
人
的
民
族
帰
属
ア
イ
デ
ソ
テ
ィ
テ

ィ
ー
の
基
礎
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
安
全
を
も
と
め
自
尊
心
を
も
と

め
る
欲
求
が
、
集
団
帰
属
感
を
高
め
る
原
因
と
な
っ
て
い
る
と
し
て
い
る
．

し
た
が
っ
て
、
ス
リ
ラ
ン
カ
に
お
け
る
民
族
対
立
を
解
消
さ
せ
る
た
め
に

は
、
こ
の
よ
う
な
心
理
的
障
壁
を
ま
ず
除
去
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
理

解
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

　
第
七
章
に
お
い
て
、
筆
者
は
ス
リ
ラ
ソ
カ
に
お
け
る
シ
ン
ハ
ラ
・
タ
ミ

！
ル
の
民
族
対
立
を
解
消
す
る
政
策
を
探
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
考
え

る
上
で
、
一
九
五
六
年
か
ら
一
九
八
九
年
に
か
け
て
の
政
治
権
限
移
譲
交

渉
の
経
過
を
ふ
り
か
え
る
こ
と
は
、
こ
の
交
渉
が
結
局
失
敗
し
た
と
は
い

え
意
義
あ
る
こ
と
だ
と
し
て
い
る
。
何
故
な
ら
、
ま
ず
こ
の
交
渉
が
失
敗

し
た
理
由
を
考
え
る
こ
と
は
、
将
来
の
解
決
策
を
さ
ぐ
る
上
で
不
可
欠
で

あ
る
か
ら
だ
。
そ
し
て
、
こ
の
解
決
策
は
政
治
的
に
歩
み
よ
る
状
況
が
作

れ
れ
ば
、
そ
の
歩
み
よ
り
の
程
度
に
応
じ
て
民
族
対
立
を
も
た
ら
し
て
い

る
社
会
心
理
的
要
因
も
緊
張
を
緩
和
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

筆
者
は
政
治
的
解
決
の
基
本
に
は
、
政
治
権
限
の
移
譲
が
含
意
さ
れ
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
最
後
に
第
八
章
で
、
筆
者
は
ス
リ
ラ
ン

カ
の
民
族
対
立
を
解
消
す
る
た
め
に
、
地
方
自
治
制
度
の
強
化
を
提
案
し

て
い
る
。
そ
の
た
め
に
は
現
在
の
憲
法
の
政
正
を
と
も
な
う
、
分
権
的
な

政
治
体
制
を
つ
く
り
出
す
必
要
を
唱
え
て
い
る
。

　
筆
者
は
、
ス
リ
ラ
ン
カ
に
お
け
る
シ
ン
ハ
ラ
人
之
タ
ミ
ー
ル
人
の
民
族

対
立
は
復
合
要
因
に
よ
る
き
わ
め
て
複
雑
な
対
立
で
あ
り
、
経
済
理
論
や

歴
史
学
な
ど
の
一
つ
の
ア
プ
・
ー
チ
か
ら
だ
け
で
は
解
明
す
る
こ
と
は
不

可
能
だ
と
し
て
い
る
．
そ
こ
で
、
民
族
対
立
の
世
界
的
な
事
例
研
究
の
先

行
業
績
を
参
考
に
し
つ
つ
、
八
つ
の
要
因
を
あ
げ
て
い
る
．
そ
れ
ら
は
以

下
の
と
お
り
で
あ
る
．
ω
集
団
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
は
、
最
近
の
政
治

的
、
経
済
的
状
況
に
よ
る
ば
か
り
で
な
く
、
過
去
の
神
話
を
ふ
く
め
た
歴

史
的
体
験
の
伝
承
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
。
働
あ
る
民
族
が
持
つ
自
己
イ

メ
ー
ジ
や
他
者
イ
メ
ー
ジ
は
．
想
像
上
の
も
の
で
あ
る
場
合
も
多
い
。
し

か
し
、
集
団
成
員
が
そ
れ
を
事
実
、
真
実
と
考
え
た
段
階
で
現
実
規
定
的

な
も
の
に
な
る
．
㈹
個
々
人
が
自
分
と
他
者
と
の
相
違
を
認
識
し
た
時
点

か
ら
、
集
団
的
ア
イ
デ
ソ
テ
ィ
テ
ィ
！
と
集
団
の
凝
集
力
と
が
高
ま
る
．

㈲
民
族
や
人
種
集
団
が
社
会
的
接
触
を
は
じ
め
た
時
か
ら
、
自
集
団
の
斉

一
性
や
集
団
性
を
認
識
し
始
め
る
。
㈲
民
族
対
立
が
表
面
化
す
る
に
は
、

一
つ
の
民
族
集
団
が
現
実
か
想
像
上
か
は
問
わ
ず
、
自
分
の
既
得
権
が
相

対
的
に
犯
さ
れ
て
い
る
と
考
え
た
時
で
あ
る
。
㈲
民
族
間
の
公
然
た
る
対

立
は
集
団
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
強
め
、
自
己
の
帰
属
集
団
へ
の
忠

誠
心
を
さ
ら
に
高
め
る
．
ω
他
集
団
か
ら
の
攻
撃
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
と

い
う
恐
怖
心
は
、
そ
の
集
団
の
自
民
族
中
心
主
義
的
傾
向
を
強
め
、
新
し

い
神
話
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
ど
を
形
成
さ
せ
る
．
㈲
権
限
の
移
譲
、
共
有

に
も
と
づ
く
新
た
な
政
治
体
制
は
、
地
方
自
治
制
度
の
強
化
と
分
権
的
政

治
体
制
の
確
立
を
と
も
な
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
．

⑥
本
論
文
の
評
価

　
本
論
文
は
、
筆
者
カ
マ
ラ
ワ
テ
の
六
年
間
の
日
本
留
学
の
成
果
で
あ
る
。
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文
部
省
留
学
生
と
し
て
東
京
大
学
に
籍
を
お
き
、
社
会
科
学
研
究
所
の
井

出
嘉
憲
教
授
の
指
導
の
下
に
地
方
自
治
制
度
の
研
究
を
お
こ
な
っ
た
後
、

慶
慮
義
塾
に
お
い
て
民
族
対
立
の
政
治
社
会
学
的
分
析
の
研
究
に
従
事
し

た
。
日
本
に
留
学
し
て
ス
リ
ラ
ソ
カ
の
民
族
対
立
を
論
文
に
ま
と
め
た
理

由
は
、
民
族
的
に
同
質
性
の
度
合
い
の
高
い
日
本
社
会
か
ら
ス
リ
ラ
ン
カ

社
会
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
民
族
社
会
の
特
徴
を
よ
り
き
わ
だ
た
せ

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

ス
リ
ラ
ン
カ
の
民
族
対
立
に
関
し
て
は
、
す
で
に
先
行
業
績
が
少
な
く
な

い
が
、
し
か
し
、
そ
の
著
者
の
多
く
が
ア
メ
リ
カ
や
カ
ナ
ダ
と
い
う
多
民

族
社
会
で
の
研
究
経
歴
の
中
で
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
民
族
対
立
を
社

会
の
前
提
と
し
て
議
論
を
す
す
め
る
嫌
い
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
社
会
的

接
触
を
も
っ
て
対
立
が
現
実
化
し
て
行
く
経
過
が
十
分
に
把
握
さ
れ
て
い

る
と
は
い
え
な
い
。
筆
老
の
日
本
で
の
研
究
経
歴
の
中
で
、
ま
と
め
た
ス

リ
ラ
ソ
カ
の
民
族
対
立
の
分
析
は
．
こ
の
点
へ
の
目
く
ば
り
が
十
分
に
で

き
た
と
述
ぺ
て
い
る
。

　
筆
者
の
主
張
の
と
お
り
、
社
会
的
接
触
と
そ
れ
以
後
互
い
に
抱
き
合
っ

た
相
対
的
価
値
剥
奪
感
、
不
信
感
、
恐
怖
感
が
、
シ
ン
ハ
ラ
と
タ
ミ
ー
ル

の
両
民
族
の
対
立
を
、
拡
大
累
線
モ
デ
ル
的
に
強
め
て
い
っ
た
過
程
の
分

析
・
記
述
は
、
こ
の
論
文
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
政
治
社
会
学
の
ア
ブ
ロ
！
チ
を
よ
く
理
解
し
、
彪
大
な
資
料
か
ら
よ

く
デ
ー
タ
を
抽
出
し
、
文
献
と
調
査
に
よ
っ
て
た
ん
ね
ん
に
実
証
す
る
手

続
き
と
努
力
を
払
っ
た
点
は
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
結
果

社
会
心
理
学
的
分
析
を
も
っ
て
、
分
権
的
政
治
体
制
の
あ
り
か
た
を
考
え
，

政
治
学
と
社
会
学
の
接
点
を
も
と
め
た
学
際
的
研
究
と
な
っ
て
い
る
。
ま

た
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
の
ス
リ
ラ
ソ
カ
研
究
は
、
日
本
の
南
ア
ジ
ア
研

究
、
ス
リ
ラ
γ
力
研
究
の
み
な
ら
ず
、
広
く
民
族
紛
争
の
研
究
に
対
し
、

多
大
な
学
間
的
貢
献
と
刺
激
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
．
本
論
文
の
欠
陥
も
同
じ
と
こ
ろ
に
潜
ん
で
い
る
。
ス

リ
ラ
ン
カ
に
お
け
る
民
族
対
立
を
社
会
心
理
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
説
明
す

る
こ
と
の
限
界
を
筆
老
は
十
分
に
検
討
し
た
と
は
言
い
得
な
い
。
た
と
え

ば
政
治
的
解
決
を
当
面
の
実
現
可
能
な
民
族
対
立
解
消
の
方
策
と
し
た
点

に
つ
い
て
．
政
治
社
会
学
に
お
い
て
は
、
真
の
少
数
民
族
の
解
放
“
真
の

人
間
の
解
放
は
政
治
的
解
放
で
は
達
成
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う

伝
統
的
問
題
提
起
が
あ
る
。
政
治
的
解
放
が
限
界
を
も
っ
た
解
放
で
あ
る

と
す
る
な
ら
、
真
の
解
放
は
人
間
の
意
識
の
解
放
を
基
礎
と
せ
ね
ぽ
な
ら

な
い
。
社
会
心
理
学
的
ア
プ
ロ
！
チ
に
た
ど
り
つ
き
な
が
ら
、
最
後
の
結

論
部
分
の
考
察
が
多
少
と
も
説
得
性
に
か
け
る
点
は
い
な
め
な
い
。

　
と
は
い
え
、
こ
れ
ら
の
諸
点
は
、
筆
者
が
今
後
、
ス
リ
ラ
ン
カ
国
立
ペ

ラ
デ
ニ
ア
大
学
の
専
任
教
員
と
し
て
研
究
を
継
続
す
る
中
で
、
再
考
察
を

期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
本
論
文
の
高
い
評
価
を
く
つ
が
え
す
も
の

で
は
な
い
。

　
よ
っ
て
、
本
論
文
は
、
慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
博
士
号
の
授
与
に
値
す
る

も
の
と
判
断
す
る
。

主
査
　
慶
慮
義
塾
大
学
法
学
部
教
授
　
法
学
研
究
科
委
員
　
鶴
木
　
　
眞

副
査
　
慶
感
義
塾
大
学
法
学
部
教
授
　
法
学
研
究
科
委
員
　
十
時
　
嚴
周

副
査
　
慶
慮
義
塾
大
学
法
学
部
教
授
　
法
学
研
究
科
委
員
　
川
合
　
隆
男
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